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＜制度の施行＞ 

・令和元年７月～ 毎週水曜日を「ノー残業デ

ー」として施行開始した 

 

＜制度の施行＞ 

・令和２年４月～ 就業規則改訂。制度施行 

 

 

■認定企業の取組の実施状況 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

認定日：令和 3年 9月 10日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社 中山組 

【事業所概要】 

  所 在 地：秋田県秋田市 

  業 種：建設業 

  労働者数：24人 (男性 20人 女性 4人) 

○計画期間   平成29年5月1日～令和3年4月30日 

 

〇その後の取組状況 

・会社の名刺に「くるみんマーク」を印刷しＰＲ         ・公共工事入札時の加点に利用 

・地元高校等への企業説明会開催時に「くるみんマーク」をＰＲ   

目標１ 中学校就学前の子を養育する対

象従業員に所定外労働を免除する制度の

導入 

＜対策＞  

・平成29年5月～ 

対象従業員に対する聞き取り調査、社内検討 

・令和３年４月～ 

 就業規則改定、社内回覧・掲示による啓発 

 

 

 

女性労働者の育成に関する管理職研修等の実施 

目標２ 「ノー残業デー」の設定 

＜対策＞ 

・平成29年5月～ 

管理職員以上の従業員からの聞き取り調査 

・令和３年４月～ 

 社内報による周知、掲示による啓発 

 

目
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＜利用者の増加＞ 

・対象従業員4名に対し半数の2名が制度を

利用した 
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＜ノー残業デーの達成＞ 

・施行後の全ての水曜日において「ノー残業

デー」を達成した（市道の除雪や夜間工事は除く） 

 


